
 

図－1 除去土壌等の処理の流れ 3)
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1. 背景と課題点の抽出 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）は、北海道～千葉県の太平洋岸に多くの津波

災害を引き起こした。東京電力（株）福島第一原子力発電所では、原子炉冷却機能喪失事故が発生し、3 月 12
～16 日にかけて 1～3 号原子炉内の放射性物質が大気へ放出された。放出された放射性物質は、広範囲に拡散

し、地表部に沈着するフォールアウトが生じた。特に 3 月 15 日～22 日の前線に伴い降雨と共に放射性物質が

降下した地域では、いくつかの帯状に高濃度汚染域が形成されている 1)。 
フォールアウトした放射性物質の対策を目的として、2012 年 1 月 1 日から「放射性物質汚染対処特措法（正

式名称：平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放

射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法）」（平成 23 年 8 月 30 日法律第 110 号）が施行され、

国による本格除染が実施される「除染特別地域」と市町村により本格除染の実施計画が策定・実施される「重

点調査地域」とが指定されている。また、除染実施にあたって必要となる技術等をとりまとめた「除染関係ガ

イドライン（初版）」が平成 23 年 12 月に公表され、現在もそれに沿って除染が進められている（2013 年 5 月、

第 2 版公表済）。 
この除染により発生する除去土壌等は、福島県内のみで 1,870～2,815 万 m3（内、334～773 万 m3が可燃物）

と推定され 2)、これらは仮置きの後、中間貯蔵施設へ運搬され、減容化等が行なわれ 30 年以内に福島県外の最

終処分場へ搬出される予定になっている（図-1）3)。また、2011 年時点の推計では、福島県外の除去土壌等の

発生量は、140～1,300 万 m3と試算されている 4)。 
これらの除去土壌等には、土地の使用履歴によっては、放射性物質によ

る汚染に加えて、土壌汚染対策法の特定有害物質（以降、特定有害物質と

呼ぶ。）による汚染が存在する可能性がある。改正土壌汚染対策法（平成

22 年 4 月 1 日施行）では、改正が必要な問題点の 1 つとして「汚染土壌の

不適正な処理による汚染の拡散」を挙げている 5)。 
除染ガイドラインでは、特定有害物質に関する土壌汚染の対応は示され

ていないが、除去土壌等の中間貯蔵施設の案 6)では、「土壌貯蔵施設（Ⅱ型）

に貯蔵する土壌等は、事故由来放射性物質の濃度が 8,000 Bq/kg 超の土壌等

を基本とするが、8,000 Bq/kg 以下の土壌等であっても、放射性物質以外の

有害物質等に汚染されているおそれがある土壌等については、調査を実施

し、汚染が確認された場合は土壌貯蔵施設（Ⅱ型）に貯蔵することとする。」

と記されている。中間貯蔵時に特定有害物質による土壌汚染の対応がなさ

れるのであれば、汚染土壌の拡散は防止できると考えられるが、その時点

で汚染のおそれの判断が可能であるかは、今後検討する必要がある。 
このような背景から、（一社）土壌環境センターの放射性物質による

土壌汚染調査･評価特別部会では、放射性物質による土壌汚染調査・評価に関わる課題の抽出を行った。抽出さ

れた課題は、以下である。 
A：放射性物質汚染対処特措法と土壌汚染対策法の対応に関する課題 

① 除染実施区域・除染特別地域内における土壌汚染対策法による区域の指定を受けた土地の除染 
② 特定有害物質による土壌汚染のおそれが多い土地における除染 
③ 自然由来の土壌汚染のおそれがある土地における除染 
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B：放射性物質汚染土壌の移動に伴い新たに生じる特定有害物質による土壌汚染に関する課題 
① 仮置き施設における特定有害物質による二次汚染 
② ホットスポットの除染における特定有害物質による土壌汚染 

2. 放射性物質汚染対処特措法と土壌汚染対策法の対応に関する課題 
2.1 除染実施区域・除染特別地域内における土壌汚染対策法による要措置区域等の除染 

土壌汚染対策法による要措置区域等から除去される土壌は、汚染土壌処理施設への搬出が原則となる。汚染

土壌処理施設では、放射性物質に汚染された土壌を受け入れるスキームがないこと、放射性物質汚染対処特措

法による除去土壌は、仮置き→中間貯蔵のスキームに乗せる必要があることから矛盾が生じてしまう。ただし、

除去土壌について土壌汚染対策法による認定調査により汚染がないことが確認されれば、仮置き施設への搬出

が可能となる。 
発災以前に要措置区域に指定された区画が、除染特別地域または重点調査地域（除染実施区域）に該当する

事例は確認できなかった。また、形質変更時要届出区域において除染が実施された事例は、福島県外では確認

できなかったが、福島県内において 1 事例確認された。なお、該当事例では、除去土壌は区域内における保管

とされていた。 
要措置区域等の指定数は、発災以降も増加しており（表-1）7)、今後、本課題に該当するケースが発生する可

能性が高いことから、その対応方法を検討する必要があると考えられる。 
表－1 土壌汚染対策法により区域指定された時期と件数 7) 

 2011/3/11以前 ～2012/3/11 ～2013/3/11 ～2014/3/3 合  計 
岩手県内 4 件 0 件 0 件 0 件 4 件 
宮城県内 3 件 5 件 8 件 12 件 28 件 
福島県内 3 件 3 件 8 件 7 件 21 件 
茨城県内 3 件 5 件 7 件 1 件 16 件 
栃木県内 6 件 5 件 0 件 2 件 13 件 
群馬県内 8 件 0 件 3 件 3 件 14 件 
埼玉県内 6 件 12 件 18 件 19 件 55 件 
千葉県内 5 件 12 件 4 件 12 件 33 件 
合  計 38 件 42 件 48 件 56 件 184 件 

なお、土壌汚染対策法による第二種特定有害物質（重金属等）および第三種特定有害物質（農薬等）の土壌

汚染状況調査では、深度 0-5 cm の土壌と深度 5-50 cm の土壌を均等重量混合して分析が行なわれる。これは、

一般的に極表層で汚染濃度が高いことを考慮したものであるが、除染では、極表層のみを除去することから、

区域指定された周辺の除去土壌についても特定有害物質による土壌汚染が存在する可能性があることも課題と

して挙げられる。 
2.2 特定有害物質による汚染のおそれが多い土地における除染 

2.2.1 土壌汚染対策法第 4条による土地の形質変更 

土壌汚染対策法第 4 条では、3,000 m2以上の土壌掘削・盛土工事でかつ、一部でも深度 50 cm 以上の掘削が

生じる場合、事業者が都道府県知事へ土地の形質変更を届出る必要がある。届けられた区域において土壌汚染

のおそれがあると都道府県知事が判断すれば、調査命令が発出され、土壌汚染状況調査を実施する義務が生じ

ることになる。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、土地の形質変更に係る届出の例

外規定とされている。 
発災後、どれくらいの期間・地域が非常災害時に該当するのか明確ではないが、平成 25 年度段階で例外規

定を適用している自治体が存在する。 
非常災害時とする期間・適用地域については、定義を明確にしておく必要があると考えられる。また、今後、

再除染を行なうなどの新たな掘削が生じる場合の対応方法も視野に入れておくことが望ましい。特に、要措置

区域等に指定された土地以外であれば、非常災害時に掘削を行なった履歴は報告義務がないことから、今後行

なわれる地歴調査に支障が生じる可能性もある。したがって、除染にあたっても掘削深度・範囲等を記した図

面等を土地の所有者が保管する必要があると考えられる。 
2.2.2 自主的な土壌汚染調査 

土壌汚染対策法の対象とならない土地であるが、特定有害物質等の使用履歴がある土地の除染にあたっては、

自主的に地歴調査等を実施し汚染のおそれを把握しておくことが望ましい。非常災害時対応の地歴調査として、 



 

 
効率よく簡便な土壌汚染リスクの把握手法も検討する必要がある。

一例として、PRTR（化学物質排出移動量届出制度）データと GIS
（地理情報システム）を用いた汚染のおそれの評価手法が考えられ

る。 
この手法を用いた事例として、（独）国立環境研究所が実施した災

害廃棄物の有害性評価が挙げられる 8)。この評価では、津波による

影響も検討しており、PRTR 届出個別事業所、産業廃棄物処理施設、

水質汚濁防止法届出特定施設、下水処理場、ガソリンスタンド（国

土数値情報、PRTR 個別事業所）の位置と土地利用情報および津波

浸水域データをGIS上で重ね合わせ、

シミュレーションによる汚染物質の

広がり範囲を検討し、エリアⅠ（非

汚染）～エリアⅢ（汚染可能性が高

い）のゾーニングを行なっている（図

-2）9)。津波災害を受けていない放射

性物質のフォールアウトのみの地域

では、より簡便な GIS 処理で済むこ

とから有効な手法と考えられる。 
図－2 汚染のおそれのゾーニングマップの例 9) 

 
2.3 自然由来の土壌汚染のおそれがある土地における除染 

平成 22 年 4 月 1 日に施行された改正土壌汚染対策法では、

自然由来の土壌汚染についても法の対象とされている。自然

由来の土壌汚染のおそれについては、当該地ないしは近傍に

土壌分析の結果が存在することが重要な判断要素となるが、

その情報はほとんど入手できないのが現状である。例えば、

宮城県土壌中の自然由来重金属等バックグラウンドマップ 10)

や（独）産業技術総合研究所が作成した数値地質図 11),12)など

の利用が考えられるが、物質や地域が限られている。 
自然由来の土壌汚染は、主に自然地盤が対象となるが、除

染による土壌の除去は極表層部であり、市街地の除染では多

くが盛土等が対象となること、極表層部の土壌は自然由来の

特性の 1 つである還元状態から酸化状態への急激な変化がな

いことから、土壌溶出量基準を超過する事例は多くないと推

定される。ただし、これについては、今後の確認調査が必要

である。なお、森林部の土壌では、自然由来の重金属等が土

壌中に集積している可能性も考えられ、土壌含有量にも留意

する必要がある。土壌含有量については、地球化学図
13),14),15),16)の利用や鉱山跡地情報 17)により土壌汚染のおそれの

判断材料になると考えられる（図-3）。 
東北地方太平洋沖地震による津波堆積物の土壌汚染の有無

については、環境省の調査結果 18)や研究報告 19),20)等がある。

津波堆積物は、海底の還元環境から急激に地表部の酸化環境

に移動した海成堆積物であることから、一部の泥質堆積物に

ついては留意が必要と考えられる。 
なお、自治体によっては、通称、残土条例と呼ばれる土砂

等の堆積時に土壌汚染の有無を把握することを指導している

例もあり、条例等への対応も必要な場合がある。 
図－3 地球化学図の例（砒素含有量）15) 



 

2.4 仮置き施設における特定有害物質による二次汚染 

除染による除去土壌は、仮置場や除染現場に一時的に

保管され 3)、主に耐候性のフレコンバックに封入されて

いる。使用されているフレコンバックは、難透水性では

ないこと、フレコンバックの積み上げや仮置き時に破損

のおそれがあることから、除去土壌に有害物質が含まれ

ていると、雨水等の浸透により基礎地盤の土壌汚染を引

き起こすおそれがある。 
したがって、除去土壌の仮置場の返還にあたっては、

土壌汚染のおそれがあると判断された場合、災害廃棄物

の仮置場の返却に伴う原状復旧に係る土壌汚染調査
21),22),23)に準ずることが望ましい（図-4）。 

 
2.5 ホットスポットの除染における特定有害物質に 

よる土壌汚染 

空間放射線量率が低い地域でも周辺より高い箇所が認

められることがあり、ホットスポットと呼ばれている。

ホットスポットの調査・対策については、いくつかの方

針・ガイドライン等が公表されている 24),25),26),27),28)。 
放射性物質汚染対処特措法による除染以外に 8,000 

Bq/kg を超過する土壌が認められた場合、指定廃棄物と

して処分することが可能であるが、福島県外においては

行き先となる管理型処分場は、まだ存在していない。 
ホットスポットは、人為的なものを除けば、放射性物

質の濃度が高い土壌や粉塵が雨水等により濃集した箇所

と考えられる。粉塵等には、重金属が多く含まれている

場合があり、特に鉛（Pb）の含有量が高い事例が明らか

になっている 29)。 
関東首都圏の直轄国道の 20 地点で行なわれた実態調

査結果では、路面排水・屋根排水・雨水において浮遊性

物質（SS）由来と考えられるが、高い濃度の鉛が認めら

れている（図-5）。 
図－4 災害廃棄物仮置場返還に伴う手順の例 28) 

特に路面排水では、最大 0.072 
mg/L、全体の平均で 0.023 mg/L
の濃度が得られている。 
また、この内 2 地点で採取さ

れた側溝泥と路面粉塵は、鉛に

ついて最大 350 mg/kg-dry の全

含有量試験結果が得られている

（表-2）。 
したがって、ホットスポット

の除染に際しても道路粉塵の多

く集まるところでは、特定有害

物質による土壌汚染の確認を行

なうことが望ましい。 
 
 

図－5 浮遊性物質量(SS)と鉛(Pb)との関係 29) 

注：文献 24)の表 4.8 の一部を図化（20 地点、3 回調査の平均値の平均水質）。 
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表－2 側溝泥と路面粉塵の鉛(Pb)含有量試験結果 29) 

 鉛(Pb)含有量（mg/kg-dry） 
1 回目 2 回目 3 回目 

相模原市 
（No.3） 

側溝泥 10 37 17 
路面粉塵 6 39 140 

江戸川区 
（No.18） 

側溝泥 13 58 350 
路面粉塵 110 34 190 

注：文献 24)の表 4.16 の一部を引用。 

 
3. 今後の除染と特定有害物質による土壌汚染の対応に向けて 
放射性物質汚染対処特措法による除染が行なわれる地域においても、一部では特定有害物質による土壌汚染

が存在する可能性があるため、以下の事項について、より一層的確に対応することが望ましい。 
3.1 除去土壌のトレーサビリティの確保 

中間貯蔵時に特定有害物質による土壌汚染のおそれを判断し、おそれがある除去土壌等について調査を実施

するにあたっては、土壌のトレーサビリティを確保しておく必要がある。トレーサビリティが失われた除去土

壌については、少なくとも 8,000 Bq/kg 以下の除去土壌（推定約 1,006 万 m3）2)の一部について全数検査を行な

う必要が生じることになりかねない。 
なお、除去土壌の保管に係るガイドライン 30)では、除去土壌の保管を行う者に記録の保存を義務付けており、

その目的として「仮置場や中間貯蔵施設への運搬や保管の際のトレーサビリティの確保」を挙げている。その

内容の 1 つとして基本事項の項目に「受入先の場所の名称及び所在地」が挙げられており、除染を行った現場

の位置が記録されることになっている。除染仮置場における保管物の情報の記録としては、容器毎に取り付け

られたタグに内容物の発生地目の記録欄が示されている 31)。したがって、除去土壌については、基本的にフレ

コンバック毎にトレーサビリティが確保できているはずである。 
3.2 特定有害物質による土壌汚染のおそれに関する事前の把握 

トレーサビリティを確保した上で、時間・経費を考えるならば、事前に土壌汚染のおそれを把握し、分別し

て対応することが望ましい。事前に汚染のおそれを把握する方法としては、各種の土壌汚染リスクに係わるデ

ータと GIS を用いた事例 8)のような効率的な土地の履歴調査手法を検討・確立していくことが考えられる。 
加えて、土壌分析によりその手法の妥当性を検証する必要がある。 
3.3 中間貯蔵時の分析･評価と特定有害物質による汚染土壌の分離保管 

放射性物質は、物理半減期により自然に濃度が低減する。今回の放射性物質による汚染は、放射性セシウム

（134Cs、137Cs）が主体であり、それぞれ半減期は 134Cs：2.06 年、137Cs：30.17 年である。放射性物質による汚

染土壌は、超長期的には再利用可能である。これに対して、特定有害物質（特に重金属等）による土壌汚染は、

ストック汚染であり貯蔵しただけでは基本的に変化するものではない。 
したがって、仮置場等から搬入された除去土壌は、土壌汚染のおそれがある場合は分析し、基準不適合の場

合には中間貯蔵時の混合は避け、分離して封じ込めることが望ましい。また、土壌汚染対策法の第二溶出量基

準を超過する汚染土壌が存在した場合、遮水工封じ込めと同等の構造であるⅡ型に貯蔵することになるため、

溶出量を第二溶出量基準以下に低減させる必要がある。なお、土壌洗浄（分級）等による放射性物質汚染土壌

の減容化にあたっても特定有害物質による汚染土壌は、区別して取り扱うことが望ましい。 
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